
第８回 高松市新型コロナウイルス対策本部会議 

 

日  時    令和２年５月５日（火） 

                                           午後２時から 

場  所    本庁舎１３階 大会議室 

 

次          第 

 

１ 開 会 

 

 

 

 

２  議 題 

 

(１) 国の緊急事態宣言について 

 

 

 

  (２) 市主催イベント・行事等と市有施設の取扱いについて 

 

 

 

  (３) 高松市立学校等の臨時休業期間の延長等について 

 

 

 

  (４) 地域経済の再起動に向けた特別対策の拡充及び追加について 

   

 ① テナント賃料給付金（拡充） 

 

 

   ② 児童手当の上乗せ支給（追加） 

 

 

  (５) その他各局からの周知事項 

 

 

 

３ その他 

 

 

 

４ 閉 会 











議題（３）-１ 

高松市立学校の臨時休業期間の延長について 

 

令和２年５月５日 

高松市教育委員会 

 

高松市教育委員会の対応 

 

〇 市立小・中学校について 

臨時休業期間を延長する 

臨時休業期間：５月１１日（月）～５月２４日（日）とする。 

    ※臨時休業期間中  部活動は自粛し、５月２５日（月）から再開する。 

              児童の健康保持の観点から、引き続き、市立小学校におい

ては、平日の午後１時から４時の間、運動場を開放する。 

 

 

 ○ 高松一高について 

臨時休業期間を延長する 

臨時休業期間等：県立学校に準じる 

 

 

 ○ 臨時休業を延長する理由 

    全国を対象にした国の緊急事態宣言が継続されていることから、全面的な学校再

開は困難である。 

 

 

 ○ 休業期間中及び再開後の対応 

    今後、本県もしくは本市において新たな感染者が確認されなかった場合、その時

点での全国の感染状況等も踏まえ、延長２週目である１８日（月）からの週におい

て、希望者による臨時登校日を校長の判断で設定することを認め、２５日（月）か

らの学校再開に向けた準備としての取組を行う。 

    さらに、２５日（月）からの学校再開においても、登校する学年を限定するなど

段階的に教育活動を開始していく。 

 

 



議題（３）-２ 

令和２年５月５日 

こども園運営課 

 

保育施設等の登園自粛要請と市立幼稚園の臨時休園について 

 

 

本市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、４月１３日（月）から 

５月１０日（日）までの期間、家庭で保育が可能な世帯は、保育施設等への登園を控え

るよう要請している。 

このような中、国において、緊急事態宣言の期間が、５月３１日（日）まで延長される

ことが決定したことを受け、本市の保育施設等については、登園の自粛を要請する期

間を、５月３１日（日）まで、延長するとともに、市立幼稚園については、５月１１日（月）

から５月３１日（日）までの期間、臨時休園とする。 

 

〇 登園自粛要請 

対象施設  認可保育施設、認定こども園、地域型保育事業、私立幼稚園 

期   間  令和２年４月１３日（月）から５月３１日（日）まで 

 

〇 臨時休業 

対象施設  市立幼稚園 

期   間  令和２年５月１１日（月）から５月３１日（日）まで 

（５月１０日（日）までは登園の自粛要請を継続） 

 

 



高松市の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特別対策に係る手続の進捗状況

１．特別定額給付金

オンライン申請（５月５日午前８時30分現在） ３，８１０件

オンライン申請受付：５月１日～8月24日
郵送による申請受付：５月25日～8月24日

２．新型コロナウイルス感染症関係融資

3/2～4/30 5/1 合計

セーフティネット保証・認定件数 ４１３件 １１１件 ５２４件

高松市緊急経営安定対策特別融資
あっせん件数

８件 ０件 ８件

議題（４）



地域経済の再起動に向けた特別対策の拡充及び追加

【拡充】テナント賃料給付金の支給 （産業振興課）

⑴ 概要
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、事業活動が縮小し、入居するテナント賃料の支払いが困難な事業者に対し、今後

の経営維持等を支援するため、テナント賃料の一部について、給付金を給付する。

⑵ 対象事業者
① 市内に本社等を有する中小企業等又は市内に住所を有する個人事業主
② 国の持続化給付金の給付決定を受ける者（ひと月の売上が前年同月比で５０％以上減少ほか）

⑶ 支給対象テナント
対象事業者が賃貸借契約により、事業用として借り受けている県内に所在する建物の月額賃料

⑷ 支給額
申請月のテナント賃料月額の１，０００円未満の端数を切り捨てた額（１０万円を上限）
（※テナント賃料には、共益費・管理費・敷金・礼金・駐車場代を含まない。）

⑸ 補正額

⑹ スケジュール
５月臨時会での補正予算成立後、速やかに申請受付を開始し、５月末頃からの支給を目指す。

本年２～６月のいずれかひと月の売上が、前年同月比で３０％以上減少している事業者

なお、申請受付は本年７月末までとする。

１０億１，０００万円（10,000件程度を想定）

【追加】 「子育て世帯への臨時特別給付金」の上乗せ支給 （こども家庭課）

⑴ 概要
国の緊急経済対策に基づき、児童手当を受給する世帯に対して支給する「子育て世帯への臨時特別給付金」（対象児童

一人当たり１万円支給）に、市独自の支援として、対象児童一人当たり１万円を上乗せして支給する。

⑵ 対象児童
約５万４，０００人
令和２年３月３１日までに生まれた児童が対象。新高校１年生を含む。（ただし、特例給付対象世帯は除く。）

⑶ 補正額 ５億４，０００万円（上乗せ分のみ（市独自））



地域経済の再起動に向けた特別対策の拡充及び追加

① 新型コロナウイルス感染症特別対策テナント賃料
給付金の支給 （産業振興課）

本年２～６月のいずれかひと月の売上が、前年同月

比で３０％以上減少している中小企業・個人事業主

等に１０万円を上限として、家賃相当額を給付

② 新型コロナウイルス感染症特別対策宿泊業応援
金の支給 （産業振興課）

特に大きな影響を受けている宿泊業者のうち、

ホテル・旅館に３０万円、簡易宿泊所に１０万円を給付

③ 小規模事業者向け融資制度の融資対象者の要件
緩和、及び実質無利子・無担保化の実施

（産業振興課）

資金繰りが更に悪化している小規模事業者への支援

として、実質無利子・無担保化で６年間融資

⑤「子育て世帯への臨時特別給付金」の上乗せ支給
（こども家庭課）

国の「子育て世帯への臨時特別給付金」（対象児童一人

当たり１万円）に、本市独自の支援として、一人当たり

１万円を上乗せして支給

6. 住宅を失った方に対する市営住宅の提供
（市営住宅課）

解雇等により住宅の退去を余儀なくされた方に、

原則６か月以内で、最長２年間、市営住宅を提供

7. 特別定額給付金の給付

オンライン申請： 受付期間 ５/１～８/２４、給付開始 ５/１１～

郵送申請： 申請書発送 ５/２２（予定）、受付期間 ５/２５～８/２４（予定）

給付開始 ５/２９～（予定）

ひとり親家庭等を支援するため、児童扶養手当を受給す

る世帯を対象に一世帯当たり２万円の給付金を支給

④ ひとり親家庭等への臨時特別給付金の支給
（こども家庭課）

市税や国保料などの支払いについて、一定の条件の

下、猶予措置や減免措置の実施

8. 公租公課等の猶予や減免措置
（納税課、国保・高齢者医療課、介護保険課）

本市独自の取組

議題（４）
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